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令和 8年 6月 11日  指令北環第 43-ll号  2/2

許可番号 01120020216
別記

(1)施 設等の
ケ山字大谷 363番 1、 363番 13、 字東高山 331番 9、
6番 26 以上 4筆 (面積 3,258.85m2)

(3)保管施設の種類及び能力等

茉1雲,翼:TII 処理能力 産 業 廃 棄 物 の 種 類

設 置 年 月 日

許 可 年 月 日

許 可 番 号

破砕施設

40.Ot/日
(20時間) 廃

プラスチック類 以上 1種類 平成 16年 5月 10日

平成 16年 5月 10日

4-31
44.Ot/日
(2〔)時間)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

金属くず、ガラスくず。コンクリートくず (がれき

類を除く。)及び陶磁器くず 以上 6種類

破砕施設
16.Ot/日
(20時 間 )

廃プラスチック類 以上 l種類
平成 16年 5月 10日

平成 16年 5月 10日

4-32

破砕・減容施設
26.4t/日
(22時間)

廃プラスチック類 (塩素分の低いものに限るc)、
紙くず、木くず、繊維くず 以上4種類

溶融減容施設
0. 4t/日
(8日寺問)

平成22年 9月 7日

:不辟

破砕施設
3.6t/日
(15時間)

廃プラスチック類 (硬質のものに限る。 )

以上 1種類

平成22年 9月 7日

圧縮梱包施設
2. Ot/日
(8時間)

廃フラスチック類 (軟質のものに限るc)
以 Ll種類

平成22年 9月 7日

産 業 廃 棄 物 の 種 類 保管面積 保管高さ等

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金

属くず、ガラスくず・コンクリートくず (がねき類
を除くc)及び陶磁器くず 以上 6種類

0111

廃プラスチック類、紙くず、本くず、繊維くず、金

属くず、ガラスくず。コンクリートくず (がれき類
を除く。)及び陶磁器くず 以上6種類

2.5m(屋 内)
(0.86ぽホ

｀`
ックスハ
°
レット×380個 )

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金
属くず、ガラスくず。コンクリートくず (がれき類
を除く。)及び陶磁器くず 以上6種類

39. 31■■
2.5m(屋 内)

(0.86ポボックスハ
°
レット×70個 )

廃プラスチック類 以上 1種類 293.0 1lf 2.7m(屋 内)
(1ポボックスハ

°
レット×550個 )

廃プラスチック類、繊維くず 以上 2種類 40.O rrf 2.7m(屋 内)

濱

以上 1種類

スチ ッ廃 ブ フ ク類
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び能力等

(以 下 会 白 )


